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土地境界査定取扱規則の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について 

１ 概要 

  本市の土地境界査定取扱規則は、昭和２７年の規則制定以来、大幅な改正を実施しておらず、処理期

間の長期化などの課題が発生していることから、業務の効率化を行う必要があり、土地境界査定取扱規

則の一部改正について市民の皆様の御意見を募集いたしました。

  市民の皆様から御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え方を次のとお

り公表いたします。

２ 意見募集の概要 

題 名 土地境界査定取扱規則の一部改正について 

意見の募集期間 平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月７日（月）

意見の提出方法 郵送、持参、ファックス、電子メール

意見の周知方法

ホームページ及び市政だよりへの掲載

資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所道路公園センター、

各区役所市政資料閲覧コーナー、建設緑政局道路管理部管理課）

結果の公表方法

ホームページへの掲載

資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所道路公園センター、

各区役所市政資料閲覧コーナー、建設緑政局道路管理部管理課）

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） ３通（ ６件）

内

訳

郵送 ０通（ ０件）

持参 ０通（ ０件）

ファックス ０通（ ０件）

電子メール ３通（ ６件）

４ 御意見の内容と対応 

 パブリックコメントを実施した結果、土地境界査定取扱規則の一部改正の趣旨に沿ったもののほか、土

地境界確定等の業務に関する要望であったことから、御意見については、今後の施策・事業の推進の参考

とし、当初の考え方のとおり、規則の一部改正の手続きを進めます。 
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●御意見の件数と対応区分

項   目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計

(1) 土地境界査定取扱規則の一部改正に関すること ２ １ ３

(2) 土地境界確定等の業務に対する要望に関すること ３ ３

合   計 ２ ４ ６

【御意見に対する市の考え方の区分説明】

  Ａ 御意見を踏まえ、反映したもの

 Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するもの

 Ｃ 今後の施策・事業を進めていく中で、参考とするもの

 Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するもの

 Ｅ その他

５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１） 土地境界査定取扱規則の一部改正に関すること（３件） 

 意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

１

手続きが迅速化されることは賛成です。 境界復元を申請者が実施することにより、

市の業務の進捗の影響を受けることなく作業

を進めることができるとともに、市は境界確

定に特化して業務を行うことができるように

なります。 

その効果として、境界確定についても処理

期間が短縮され、土地利用に係る行政手続き

が迅速化されることから、当初の考え方のと

おり土地境界査定取扱規則の一部改正手続き

を進めてまいります。 

Ｂ 

２

立会通知が自宅に届いた時に、立会日が間

近に迫っていて期間が短いと感じたが、この

改正で３日間でも延期されるのは良いことだ

と思います。

立会通知の送付については、立会日の 7日

前までに送付することとしておりましたが、

近年は社会状況の変化により、日中不在にし

ている土地所有者が多くなり日程の調整が難

しくなっています。 

そのため、立会日の１０日前までに送付す

ることにより、関係土地所有者の方に日程を

早くお知らせし、御都合が合わない際には日

程調整をスムーズに行うことができるよう、

土地境界査定取扱規則の一部改正手続きを進

めてまいります。

Ｂ 

３

公費負担が適正化され、市の支出負担が軽

減化されることは良いことだと思いますが、

個人負担が極端に増えることは反対です。

土地境界査定取扱規則の一部改正を行うこ

とにより、境界復元（道路や水路等と民有地

との境界が既に確定しているが、境界標が無

くなっている場合等に道水路台帳平面図どお

Ｄ 
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りに境界標を設置すること。）については、こ

れを必要とする申請者が行うこととなりま

す。 

これは、境界標の設置を必要とする者が負

担するという考え方を取り入れることによ

り、境界確定と境界復元に要する費用負担の

適正化を図ることとなりますので、境界復元

を申請者が行うことについては、広く周知を

行うとともに、申請者の方には丁寧に説明を

行ってまいります。

（２） 土地境界確定等の業務に対する要望に関すること（３件） 

４

土地境界確定等申請と土地境界確定図交付

申請の際に現地調査図の添付を求めている

が、各区役所道路公園センターにおいて現地

調査図の作成方法を指導していただけるので

しょうか。測量などの予備知識がなくても、

理解できるのか。 

 また、各区役所道路公園センターからの指

導内容が職員によって異なると、説明を受け

る側は不安であり、統一されているのでしょ

うか。 

これまでも、申請者が測量の実施を希望す

る場合には、測量成果の作成方法について、

各区役所道路公園センターにおいてマニュア

ルを配付し、職員が説明を行ってまいりまし

たが、今回の改正に合わせて、配付するマニ

ュアルをさらに充実させるとともに、引続き

丁寧に説明を行ってまいります。 

Ｄ 

５

土地境界の立会いを何度も行うことがない

ような制度をお願いします。 

境界復元は、一度境界が確定している箇所

において、当初境界標のあった同じ位置に境

界標を設置するものであるため、規則改正後

は近隣の土地所有者からの確認を不要とし、

境界標を設置する地先の土地所有者の確認の

みとすることとします。これにより、境界線

に関係する土地所有者の立会いの負担を軽減

することができます。 

Ｄ 

６

普段の生活では滅多にないことなので、立

会いの際には丁寧な説明をお願いします。 

境界確定については、市の職員が土地所有

者と立会い、境界確定の内容を丁寧に説明し

てまいります。 

境界復元については、申請者が土地所有者

と立会いを行うことになりますので、申請者

が立会いの際に適切な説明ができるように、

申請者に対して丁寧な説明を行ってまいりま

す。

Ｄ 
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土地境界査定取扱規則の一部改正について

２ 土地境界査定業務の課題

土地境界査定取扱規則は昭和２７年の規則制定以来、大幅な改正を実施してこなかったことから、

次のような課題が発生しています。

（１）申請に対する処理期間の長期化

土地境界査定申請の件数は年間約６００件あり、関係土地所有者との立会いや、経過調査等に時

間を要しており、処理期間が長期化しています。

（２）他都市と比べて公費負担の割合が大きい

測量等の土地境界の確定に必要となる作業は、土地境界の確定を必要とする者が実施することが

一般的であり、本市以外の政令指定都市及び東京都の２０都市の多くは申請者に作業の実施を求め

ていますが、本市では原則全ての申請に対して公費による査定業務を行っており、土地境界査定に

年間約２億円の費用を要しています。

他都市の状況（政令指定都市及び東京都について）

○ 土地境界査定に必要となる作業の実施者

作業の実施者 都市名

申請者
札幌市、仙台市、東京都、千葉市、新潟市、静岡市、浜松市、
名古屋市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、
福岡市、熊本市

申請者又は行政 横浜市、相模原市、京都市

行政 さいたま市、大阪市、川崎市

１ 土地境界査定業務の概要

土地境界査定業務は、川崎市の管理する道路や水路等と民有地との境界を明確にする業務です。

道路や水路等と隣接する土地の境界を明らかにすることは、道路や水路等を整備、維持管理する

上で必要となるほか、土地所有者が分筆や地積更正の登記、建築行為等を行う際に、道路や水路

等との境界を明らかにする必要があります。

確定した土地境界や境界標の
位置を、道水路台帳平面図に
反映させます。

道水路台帳平面図について

・土地境界査定原図抄本
は、確定した土地境界
や境界標の位置を示し
た証明書です。

・市の管理する道路等と
接する土地所有者が、
その土地の分筆等を登
記する際の添付書類と
して必要となります。

土地境界査定原図抄本について

土地境界査定の手続について

道路や水路等と民有地との境界が決まっていない

場合や、境界が決まっていても境界の位置を示す

境界標が無くなっている場合等は、土地境界査定

が必要となります。

土地境界査定における申請書の提出、関係土地

所有者との立会い、承諾または確認の方法、境

界証明の交付等の手続について「土地境界査定

取扱規則」で定めています。

（“土地境界査定手続フロー”参照）

土地境界査定手続フロー

立会い協議（承諾又は確認）

境界確定・復元

土地境界査定申請

受付及び申請手数料徴収

（1筆600円+追加1筆200円）

調査（案図作成）

立会通知

境界標の埋設

道水台帳平面図
の修正

土地境界査定
原図抄本の発行

境界標
（コンクリート杭(角)）

境界標
（プレート杭（角））

拡大図

拡大図
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３ 主な改正内容－申請者による境界復元の実施 ４ その他の改正内容

５ 今後のスケジュール
平成３０年度 平成３１年度

１２月 １月 ２月 ３月 ４月１日～ １０月１日

12/3～1/７
パブリックコメント

意見募集
意見の取りまとめ等 施行パブコメ

結果公表

規則公布

周知期間

申請者

申請

川崎市

受付

境界確定及
び境界復元
の実施

現在

処理期間の
公費負担大

申請者

申請

川崎市

受付

境界確定の実施

改正後

境界復元
の実施

現地確認
（確定又は復元どちらを実施するか判断）

確定までの
期間短縮 負担の適正化

・境界復元作業が停滞しないようにするため、境界復元の作業の着手が可能になった日から６か月

過ぎても申請者が理由を示さない場合には、市長は境界復元を不成立として取り扱うことができ

るようにします。

・申請者による境界復元の実施に合わせ、現在徴収している境界確定及び境界復元の申請手数料

（1筆600円+追加1筆200円）を徴収しないこととします。

※本市を除く２０都市のうち、土地境界確定等の手数料を徴収しているのは２都市のみ

申請者による境界復元の実施に合わせた取扱いの変更

土地所有者に境界確定等の立ち会いを求める立会通知について、現在、立会日の7日前までに

送付することとしていますが、社会状況の変化により日中不在にしている土地所有者が多くな

り日程の調整が難しくなっていることから、立会日の10日前までに送付することとします。

土地所有者と円滑に日程調整を行うことができるようになります。

今後、申請時に境界標間の距離、境界標の種類を示した図面（現地調査図）を添付

することとします。

規則制定当初は、「土地境界査定原図」の写しを作成することにより「土地境界査定原図

抄本」を発行していましたが、今後は「道水路台帳平面図」を基に「土地境界確定図」を

作成し、土地境界の証明を行うことにします。

(３)土地境界確定等申請と土地境界確定図交付申請の際の現地調査図の添付について

(２)立会通知の送付期限の変更について

(１)境界復元の際に確認を必要とする土地所有者の変更について

速やかに交付することが

できるようになります。

どちらを実施するか速やかに決定

することができるようになります。

・現在は、市が境界確定と境界復元（※）を実施していますが、今後は、境界復元については、
これを必要とする申請者が実施することとします。

・市は、境界確定等の申請を受けた後に現地確認を行い、市による境界確定又は申請者による境界
復元のどちらを実施する必要があるか判断し決定します。

※ 境界確定と境界復元について

境界確定：道路や水路等と民有地との境界が未確定な箇所を確定すること、又は土地境界を変更
することにより境界を再確定すること。

境界復元：道路や水路等と民有地との境界が既に確定しているが、境界標が無くなっている場合
等に道水路台帳平面図どおりに境界標を設置すること。

（年間約６００件の申請のうちの約６割が境界復元となる見込み）

申請者は速やかに登記申請や建
築確認申請の手続に進むことが
できるようになるため、土地利
用に係る行政手続が迅速化され
ます。

境界確定や境界復元に要する費
用の負担が適正化されます。

境界復元について申請者が実施するようになること
により、市の業務の進捗の影響を受けることなく境
界復元の作業を進めることができます。

市は境界確定の業務に特化することができるように
なり、境界確定についても処理期間が短縮されます。

登記等を必要とする申請者が境界復元の費用を負担
することで、市の支出が軽減されます。

復元する境界標の近隣の土地（境界線
に関係する土地）の所有者A～Ｆ全員か
らの確認を必要としています

現在

道路 復元する
境界標

A B C

D E F

必要 必要 必要

必要 必要 必要

復元する境界標を設置する地先の土地

所有者B、Eの確認のみとすることによ

り、土地所有者の現地立会いの負担を軽

減すると共に処理期間の短縮を図ります。

道路

A B C

D E F

不必要 必要 不必要

不必要 必要 不必要

改正後

復元する
境界標

改正のポイント

申請者が境界復元を行うことによる効果

境界の確定又は復元の業務については、これまで「境界査定」という用語を用いてきましたが、

「査定」は「数量等を調査又は審査して決定すること」という意味があり、市と申請者との合意

により境界を定める境界確定になじまないことから、今後は「土地境界確定等」という用語を

用いることとし、規則の名称も「土地境界確定等取扱規則」に改めます。

規則名称の変更

境界確定・境界復元 土地境界確定図

迅速な現地調査の実施

6



土地境界査定原図抄本から土地境界確定図に様式が変わります。 申請時に添付する現地調査図
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